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通常の学級に在籍している子どもたちの中にも、学習や生活全般の遅れはないけれども、言葉

や特定の学習、集団行動、友だちとの関わりなどで困っている子どもたちがいます。そのような子

どもたちが安定した生活を送れることを目指し、通常の学級に在籍したまま、必要な時間（週１～

８時間）学習を行うのが通級指導教室(「ことばの教室」「まなびの教室」)です。 

指導にあたっては、子どもたちの「よさ」を生かしながら、調和的な発達を促し、豊かな心を持っ

た子どもを育てることを心がけています。 

通級指導教室はどこにあるの？ 

☆まなびの教室…西唐津小(２教室)、外町小(３教室)、鏡山小(１教室) 

西唐津中(１教室)、第五中(１教室)  

☆ことばの教室…西唐津小(１教室) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ことばやきこえに関することについては主に「ことばの教室」で、学習や友だちとの関わり、集団行動

に関することについては主に「まなびの教室」で指導を行います。 

 

ことばの教室・まなびの教室のご案内 

「ことばの教室」と「まなびの教室」は、こんな教室です 

 

きこえやことばの面で困っている子どもた

ちが通級して、支援を受けることのできる教

室です。 

ことばの教室では、ことば遊びや学習を通

して子どもたちと信頼関係を作り、ことばの

問題を解決したり、軽減したりしながら、子ど

もたちが毎日の生活を楽しく、積極的に送る

ことができるように支援をします。 

● 発音に誤りがある。 

● 聞こえにくいためにことばで困っている。 

● ことばの発達が遅れている。（語彙が少な

い・助詞の使い方に誤りがあるなど） 

● 吃ったり、早口になったりする。 

● 口唇・口蓋裂でことばがはっきりしない。 

● 周りの人とのコミュニケーションがうまく

取れないなど 

ことばの教室 
 

● 読み書き計算などの特定の学習につまず

きがある。 

● 集団行動や、気持ちのコントロールが苦

手。 

● 自分の気持ちや状況をことばで伝えるこ

とが難しい。 

● 一生懸命に話を聞いているのに、話の内

容を理解するのが難しい。 

このようなことで悩みなどを持った子ど

も達一人一人に応じた、支援と適切な指

導を行い、子ども達が安定した学校生活

や日常生活を送れることを目指していま

す。 

 担当の先生とその子の得意・不得意に応

じた１対１での学習をしたり、子どもの様子

に応じてグループ学習を取り入れたり、在

籍学級の中で支援をしたりします。その中

で、子どもの状況改善だけでなく、保護者

や学校のよりよい支援についても一緒に考

えていきます。 

まなびの教室 



 

 

○ 通 級 制・・・ 普段は、通常の学級に在籍し、決められた時間に「ことばの教室」「まなびの教室」へ通     

い、指導を受けます。通級途中の事故防止と、指導内容についてのご理解をして頂く

ために、他校の通級児童については、保護者の送迎、つきそいが原則です。 

○ 学習の形態・・・ 教師と１対１の個別の学習を基本としています。また、お子さんの様子に応じてグルー

プ学習やペア学習を行います。 

○ 指 導 時 間・・・ 週１～３回の指導を行います。１回の指導時間は、４５分～９０分程度です。通級に必要

な時間は、授業時間とみなされるため、出席扱いとなります。 

○ 対 象 者・・・ 通常の学級に在籍している子どもたちを対象とします。必ずしも医師の診断が必要で

はありませんが、今後のためにも専門機関とも連携されることをおすすめしています。 

○ 指 導 期 間・・・ 原則最長 3年としています。毎年 11月頃に次年度継続するかどうかを確認する会議

があります。お子様の状態に応じて、途中で終了することも可能です。 

 

 

 

 

○ 子ども一人一人に応じた個別の指導計画を立て、指導を行います。 

 

○ 指導の対象は子どもですが、指導の効果を高めるためには、ご家庭の協力が不可欠です。個別に保護

者の方と面談をしたり、保護者会や学習会を開いたりします。 

 

○ 「ことばの教室」・「まなびの教室」で学習したことを在籍学級の中でも生かせるようにお子さんが在籍

されている学校の担任の先生や校長先生と連絡を取り合います。 

 

○ 関係の専門機関と連携を取り合いながら、効果的な指導を目指しています。 

 

○ 全校朝会やＰＴＡ総会等で、教室の紹介をし、設置校のお子さんたちや保護者の方への理解・啓発を図

ります。 

 

 

 

 

お子さんのことばの育ち・ある特定の学習のつまずき・聞こえ・行動・情緒などに関する悩みをお聞き

し、お子さんの様子を把握した上で、保護者の方と共に考え、状況に応じた情報提供やアドバイスをし

ます。 

 

 

 

 

まずは在籍をされている園や学校を通して唐津市教育委員会学校教育課(72－9158)までご相談

ください。通級指導教室設置校への相談申込を随時受け付けています。 

「ことばの教室」・「まなびの教室」のしくみ 

こんなことをしています！ 

教育相談を受け付けています 

相談の申し込みについて 


